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第７回 熊本県議会厚生常任委員会会議記録（平成25年２月27日) 

第 ７ 回   熊本県議会    厚生常任委員会会議記録 

 

平成25年２月27日(水曜日) 

            午前10時０分開議 

            午後０時11分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 議案第１号 平成24年度熊本県一般会計補

正予算（第11号）  

 議案第13号 平成24年度熊本県のチッソ株

式会社に対する貸付けに係る県債償還

等特別会計補正予算（第３号） 

 議案第19号 平成24年度熊本県病院事業会

計補正予算（第３号） 

 議案第21号 熊本県介護基盤緊急整備等臨

時特例基金条例の一部を改正する条例

の制定について 

 議案第22号 熊本県介護職員処遇改善等臨

時特例基金条例の一部を改正する条例

の制定について 

 報告第１号 専決処分の報告について 

 ――――――――――――――― 

出席委員（８人） 

        委 員 長 小早川 宗 弘 

        副委員長 田 代 国 広 

        委  員 西 岡 勝 成 

        委  員 鬼 海 洋 一 

        委  員 藤 川 隆 夫 

        委  員 吉 永 和 世 

        委  員 松 岡   徹 

        委  員 前 田 憲 秀 

欠席委員（なし） 

委員外議員（なし） 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 健康福祉部 

         部 長 林 田 直 志 

      総括審議員兼 

       政策審議監 伊 藤 敏 明 

         医 監 岩 谷 典 学 

      長寿社会局長 永 井 正 幸 

 子ども・障がい福祉局長 米 満 譲 治 

        健康局長 牧 野 俊 彦 

      首席審議員兼 

    健康福祉政策課長 吉 田 勝 也 

    健康危機管理課長 一   喜美男 

     高齢者支援課長 中 島 昭 則 

      認知症対策・ 

    地域ケア推進課長 大 村 裕 司 

      社会福祉課長 田 端 史 郎 

      首席審議員兼 

     子ども未来課長 中 園 三千代 

      首席審議員兼 

   子ども家庭福祉課長 山 田 章 平 

      首席審議員兼 

    障がい者支援課長 西 岡 由 典 

      医療政策課長 三 角 浩 一 

  国保・高齢者医療課長 林 田 浩 稔 

   健康づくり推進課長 佐 藤 克 之 

      薬務衛生課長 今 村   均 

 環境生活部 

         部 長 谷 﨑 淳 一 

       政策審議監 末 廣 正 男 

        環境局長 山 本   理 

      県民生活局長 田 中 彰 治 

      環境政策課長 宮 尾 千加子 

     水俣病保健課長 田 中 義 人 

     水俣病審査課長 髙 山 寿一郎 

    環境立県推進課長 福 田   充 

      環境保全課長 清 田 明 伸 

      自然保護課長 小 宮   康 

      首席審議員兼 

     廃棄物対策課長 加 久 伸 治 

    公共関与推進課長 中 島 克 彦 

  くらしの安全推進課長 石 﨑 尚 喜 

      消費生活課長 杉 山 哲 恵 

      首席審議員兼 
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 男女参画・協働推進課長 中 園 幹 也 

    人権同和政策課長 清 原 一 彦 

 病院局 

     病院事業管理者 向 井 康 彦 

      総務経営課長 田 原 牧 人 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

       議事課主幹 浦 田 光 典 

     政務調査課主幹 松 野   勇 

――――――――――――――― 

  午前10時０分開議 

○小早川宗弘委員長 それでは、ただいまか

ら第７回厚生常任委員会を開会いたします。

 まず、本日の委員会に３人の傍聴の申し出

がありましたので、これを認めることといた

しました。 

 次に、本委員会に付託された議案等を議題

とし、これについて審査を行います。 

 まず、議案等について、執行部の説明を求

めた後に質疑を受けたいと思います。 

 なお、審議を効率よく進めるために、執行

部の説明は簡潔にお願いをいたします。 

 また、本日の説明等を行われる際は、執行

部の皆さん方は着席のままで行ってくださ

い。 

 それでは、林田健康福祉部長から総括説明

を行い、続いて、担当課長から順次説明をお

願いします。 

 

○林田健康福祉部長 おはようございます。 

 健康福祉部関係の議案の概要につきまして

御説明申し上げます。 

 今回提案しております議案は、予算関係１

議案、条例関係等２議案、報告１議案の合計

４議案でございます。 

 まず、第１号議案の平成24年度熊本県一般

会計補正予算でございますが、総額9,000万

円余を増額する補正予算をお願いしておりま

す。 

 その主な内容でございます。 

 増額分は、昨年11月の国の経済危機対応・

地域活性化予備費等の活用に伴い、介護基盤

緊急整備等臨時特例基金、介護職員処遇改善

等臨時特例基金、安心こども基金に交付金を

積み増す予算や、県内の福祉人材の確保を図

るため、介護福祉士等の資格取得を支援する

ための予算などを計上しております。 

 また、減額分は、地域医療再生基金活用事

業や国民健康保険制度安定化対策事業などで

当初の見込みを下回ったことによるもので

す。 

 このほか、国庫補助事業に係る精算金の返

納や財源更正、各種施設整備の繰越明許費の

設定、来年度の年間委託契約に係る債務負担

行為の設定についてもお願いをいたしており

ます。 

 これらによりまして、特別会計を含めた健

康福祉部の平成24年度の予算総額は1,367億

3,000万円余となります。 

 次に、第21号議案の熊本県介護基盤緊急整

備等臨時特例基金条例の一部を改正する条例

の制定について及び第22号議案の熊本県介護

職員処遇改善等臨時特例基金条例の一部を改

正する条例の制定についてですが、基金を活

用する事業の実施期間の延長に伴い、関係規

定を整備するものです。 

 次に、報告第１号の専決処分の報告につい

てでございますが、職員の公用車による公務

出張中の交通事故に関し、地方自治法第180

条第１項の規定により、構築物所有者と県と

の間で和解することについて、専決処分した

事件を御報告するものでございます。 

 以上が今回提案しております議案等の概要

でございます。詳細につきましては、関係各

課長が説明いたしますので、よろしくお願い

を申し上げます。 

 

○吉田健康福祉政策課長 健康福祉政策課で

ございます。 

 平成24年度２月補正予算関係について御説
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明申し上げます。 

 説明資料(先議分)と書かれたものの２ペー

ジをお願いいたします。 

 以下、主なものを御説明いたします。 

 まず、社会福祉総務費でございます。 

 右端の説明欄をお願いいたします。 

 １の職員給与費については、毎年１月１日

時点の職員数とその給与額をもとに当初予算

に計上しておりますが、今回の補正は、４月

１日以降の人事異動や組織改編に伴う所要額

の増減をお願いするものでございます。各課

の説明欄に、同様に職員給と記載しているも

のにつきましても同じような趣旨でございま

すので、各課からの個別の説明は省略させて

いただきます。 

 ２の地域福祉振興費については、いずれも

執行残や交付決定減等に伴う減額となってお

ります。 

 次に、２ページ下の３の社会福祉諸費のう

ち、３ページに記載の(5)市町村派遣職員負

担金については、県の福祉総合相談所や各保

健所等に、市町村から、平成24年４月から職

員派遣がありました。その職員の給与等は、

派遣協定に基づき県が負担することとなって

おり、1,826万円余の増額をお願いしており

ます。 

 次に、(6)福祉・介護人材緊急確保事業に

ついては、経済対策として、福祉・介護人材

の定着や参入促進を目的に、県社会福祉協議

会への委託事業、さらには職員のスキルアッ

プなどの研修を行う社会福祉施設等への補助

事業を実施しております。これに伴う予算は

5,779万円余となっておりますが、補助事業

の執行残等により、今回1,223万円余の減額

をお願いしております。これは、施設の職員

の研修事業について、社会福祉施設からの応

募が見込みよりも少なかったこと等によるも

のです。 

 次に、(7)介護福祉士等修学資金貸付事業

費補助については、昨年11月に決定されまし

た国の経済対策の第２弾に係るものでござい

まして、県内の福祉人材の確保を図るため、

介護福祉士等の資格取得を支援し、介護福祉

士等養成施設で学ぶ学生に対する修学資金の

貸し付けと生活保護世帯の学生に対する資格

取得期間中の生活費貸し付けを行う県社会福

祉協議会に対し、貸付原資等を補助するもの

であります。１億3,778万円余をお願いして

おります。なお、新規事業となっております

が、平成21年度から24年度までの経済対策と

して同様の事業を実施していたものでござい

ます。 

 次に、４ページをお願いいたします。 

 説明欄上段の５、社会福祉施設等耐震化等

臨時特例基金事業については、経済対策とし

て社会福祉施設等のスプリンクラー整備や耐

震化整備を行うものでございますが、実施法

人によって耐震化整備に係る事業計画の変更

がありましたことから、予算の執行残が生じ

ることとなったため、既に取り崩した基金を

積み戻すための経費でございます。基金の運

用利息と合わせて1,323万円余の増額をお願

いしております。 

 次に、説明欄下段の１、災害救助基金積立

金でございます。これは、災害の発生時にお

いて、収容施設の供与や食品、飲料水の供給

などの災害救助を実施するために必要な費用

の財源として災害救助法の規定に基づき積み

立てております災害救助基金について、熊本

広域大水害で取り崩した分の積み戻し及び運

用利息の積み立てに要する経費でございま

す。２億3,100万円余の増額をお願いしてお

ります。 

 ５ページをお願いいたします。 

 説明欄上段の(2)災害救助費につきまして

は、熊本広域大水害において災害救助法に基

づき実施した応急仮設住宅の建設に係る経費

等でございます。所要見込み額が予算額を下

回る見込みであるため、４億9,554万円余の

減額を行うものでございます。 
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 次に、説明欄３、災害弔慰金・見舞金の災

害弔慰金事業については、熊本広域大水害に

より死亡した住民の御遺族に対して弔慰金の

支給を行うための経費でございます。所要見

込み額が予算額を下回る見込みであるため、

2,812万円余の減額を行うものでございま

す。 

 説明欄中ほどの災害援護資金貸付金につき

ましては、熊本広域大水害により被災した世

帯に対し貸し付けを行うための経費でござい

ます。所要見込み額が予算額を下回る見込み

であるため、５億9,271万円の減額を行うも

のでございます。 

 なお、これらの災害救助費や貸付金など災

害関係の予算につきましては、大半が平成24

年７月専決の補正予算で対応したものでし

て、被災状況の全体状況が明確でない段階

で、過去の災害等を参考にしながら、また市

町村の見込み額も踏まえて、不足が生じない

よう最大限の経費を見込んだものであったた

め、大幅な減額となっております。 

 次に、６ページをお願いいたします。 

 説明欄下段の公衆衛生施設災害復旧費につ

いては、熊本広域大水害により被災した阿蘇

保健所の庁舎等の復旧に要する経費でござい

ます。工事請負費等で所要見込み額が予算額

を下回る見込みであるため、764万円余の減

額を行うものでございます。 

 以上、健康福祉政策課の補正予算としまし

て、総額７億945万7,000円の減額をお願いい

たしております。 

 続いて、７ページをお願いいたします。 

 繰越明許費でございます。 

 災害復旧費の老人福祉施設等災害復旧事業

については、熊本広域大水害により被災した

施設について、財務局の災害査定結果に基づ

く設計変更に時間を要し、工期が予定よりお

くれ、年度内竣工が不可能になったことか

ら、来年度への繰り越しが必要となったもの

であり、4,500万円の増額をお願いしており

ます。 

 次に、８ページをお願いいたします。 

 繰越明許費の変更でございます。 

 児童福祉費で保育所等緊急整備事業につい

て、敷地内の支持可能地盤が均一でないこと

などの理由から、作業能率の低下により不測

の期間を要したため、来年度への繰り越しが

必要となったものであり、１億1,800万円の

増額をお願いしております。 

 ９ページをお願いいたします。 

 債務負担行為の変更でございます。 

 保健・医療・福祉関係業務については、健

康福祉部全ての課に関するものですが、主な

ものとしましては、動物愛護管理業務委託１

億514万円余や福祉・介護人材緊急確保事業

業務委託3,630万円余など、全体として、52

の業務、８億1,224万円余でございます。こ

れらの業務については、平成25年４月１日か

ら業務を開始するために、３月中に入札等の

事務手続を終えて契約内容を確定する必要が

あることから、債務負担行為の設定をお願い

するものでございます。 

 健康福祉政策課は以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○一健康危機管理課長 健康危機管理課でご

ざいます。 

 説明資料の10ページをお願いいたします。 

 主な項目について御説明します。 

 まず、公衆衛生総務費でございますが、8,

650万円余の減額を計上いたしております。

これは、主に説明欄２の肝炎対策に係る医療

費等の所要見込み額の減に伴うもの及び説明

欄３の国庫支出金返納金に係る平成23年度感

染症予防事業費等の国庫負担金等の確定に伴

う精算返納金でございます。 

 次に、予防費でございますが、4,566万円

余の増額を計上いたしております。これは主

に、説明欄２のワクチン接種緊急促進基金積

立金において、平成23年度のワクチン接種緊
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急促進基金事業費の確定に伴い、市町村から

の精算返納金を基金に積み立てるものでござ

います。 

 説明資料の11ページをお願いいたします。 

 食品衛生指導費でございますが、1,025万

円余の減額を計上いたしております。これは

主に、説明欄１の乳肉衛生費において、宇城

市豊野町に新設予定の屠畜場の開設時期につ

いて当初予定していた時期よりおくれたこと

によるもの及びＢＳＥ検査に使用する検査キ

ットの所要見込み額の減に伴うものでござい

ます。 

 次に、保健所費でございますが、247万円

の増額を計上いたしております。これは、説

明欄１の結核管理費において、結核患者の接

触者に対して実施する健康診断の対象者が当

初見込みより増加したことに伴うものでござ

います。 

 以上、健康危機管理課分として4,862万円

余の減額補正といたしております。 

 健康危機管理課は以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願い申し上げま

す。 

 

○中島高齢者支援課長 高齢者支援課でござ

います。 

 説明資料の12ページをお願いいたします。 

 ２月補正予算につきまして、主なものを御

説明申し上げます。 

 老人福祉費でございますが、説明欄をお願

いいたします。 

 ２の高齢者福祉扶助費の軽費老人ホーム事

務費補助事業でございますが、年間利用人数

が当初の見込みを下回ったことに伴い、減額

補正を行うものでございます。 

 ３の高齢者福祉対策費の(3)施設開設準備

経費助成特別対策事業でございますが、市町

村における事業の次年度への繰り延べなどに

よります所要見込み額の減に伴いまして、減

額補正をお願いするものでございます。 

 (4)現任介護職員等研修支援事業でござい

ますが、県のほうで公募いたしましたら申請

業者が当初の見込みを下回ったことなどに伴

いまして、減額補正をお願いするものでござ

います。 

 次に、13ページをお願いいたします。 

 中段にございます４、国庫支出金返納金の

老人福祉事業費等国庫支出金精算返納金でご

ざいますが、平成23年度におきまして、在宅

福祉事業費補助金及び介護保険事業費補助金

により実施しました各事業の額の確定に伴い

ます国への精算返納金でございます。 

 ５の介護職員処遇改善等臨時特例基金積立

金の介護職員処遇改善基金事業でございます

が、平成23年度の交付確定に伴います市町村

からの返納金及び基金の運用益並びに平成24

年11月に閣議決定されました経済対策第２弾

によります施設開設準備経費助成特別対策事

業分に係る追加交付金につきまして、基金の

ほうに積み増すものでございます。 

 次に、14ページをお願いいたします。 

 老人福祉施設費でございますが、説明欄を

お願いいたします。 

 １の老人福祉施設整備費の介護基盤緊急整

備等事業でございますが、整備数が当初見込

みを下回ったことや補助単価未満で整備を行

ったことによります執行残などに伴いまし

て、減額補正をお願いするものでございま

す。 

 ２の介護基盤緊急整備等臨時特例基金積立

金の介護基盤緊急整備等臨時特例基金事業で

ございますが、平成23年度の交付確定に伴い

ます市町村からの返納金及び基金の運用益並

びに平成24年11月に閣議決定されました経済

対策第２弾によります追加交付金につきまし

て、基金のほうに積み増すものでございま

す。 

 最後に、下段の民生施設補助災害復旧費で

ございます。 

 １の社会福祉施設災害復旧費の老人福祉施
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設等災害復旧事業でございますが、財務局の

査定による補助対象経費の減額や災害保険に

加入されていたということで保険対応による

対象施設の減によりまして当初見込み額を下

回ることから、減額補正をお願いするもので

ございます。 

 以上、高齢者支援課２月補正予算としまし

て、７億9,221万円余の増額をお願いしてお

ります。 

 次に、条例改正について御説明いたしま

す。 

 同じ説明資料の50ページ、51ページをお願

いいたします。 

 第21号議案熊本県介護基盤緊急整備等臨時

特例基金条例の一部を改正する条例の制定に

ついてでございます。 

 50ページに条例案、51ページにその概要を

記載しております。51ページの条例(案)の概

要のほうで御説明いたします。 

 この基金の実施期限につきましては、24年

度末までとされておりましたが、今般25年度

末まで１年延長されました。当該基金条例の

有効期限は、精算払いを行う必要があること

から25年12月31日としておりましたが、当該

基金の実施期限の延長に合わせまして、有効

期限を１年延長しまして、平成26年12月31日

とするものでございます。 

 次に、52ページ、53ページをお願いいたし

ます。 

 第22号議案熊本県介護職員処遇改善等臨時

特例基金条例の一部を改正する条例の制定に

ついてでございます。 

 同じく52ページに条例案、53ページにその

概要を示しております。 

 この基金の実施期限につきましても、同様

に、施設開設準備経費助成特別対策事業に限

り、平成25年度末まで１年延長されたことか

ら、有効期限を同じく１年延長しまして、平

成26年12月31日とするものでございます。 

 高齢者支援課関係分は以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○大村認知症対策・地域ケア推進課長 認知

症対策・地域ケア推進課でございます。 

 説明資料の15ページをお願いいたします。 

 主なものを説明させていただきます。 

 まず、老人福祉費でございますが、説明欄

２の高齢者福祉対策費の(1)から(5)まで及

び、おめくりいただきまして、16ページの

(6)は、認知症疾患医療センターの運営など

認知症対策を推進するための事業であり、経

費節減等による所要見込み額の減や国庫委託

金の内示減に伴い、減額補正をお願いするも

のでございます。 

 16ページの(7)から(10)までは、介護、医

療、日常生活支援サービスなどを切れ目なく

提供することにより、在宅での生活を支える

地域包括ケアを推進するための事業でござい

ます。このうち、(10)の訪問看護推進人材育

成事業は、訪問看護師等の養成を行う事業で

ございますが、補助対象団体であります九州

看護福祉大学において、研修運営スタッフの

配置等で効率的な実施体制がとられたことな

どにより、補助申請額が見込み額を下回った

ことに伴い、減額補正を行うものでございま

す。 

 17ページをお願いいたします。 

 ３の国庫支出金返納金の老人福祉事業費等

国庫支出金精算返納金は、平成23年度に実施

いたしました各種事業の額の確定に伴う国へ

の精算返納金でございます。 

 ４の介護保険対策費の(1)介護給付費県負

担金交付事業は、市町村が行います介護保険

給付に対し法定負担金を交付するものです

が、市町村における給付見込み額の減に伴

い、予算額215億8,332万円余のうち、１億4,

625万円余の減額をお願いするものです。 

 (4)のケアマネジメント活動推進事業は、

介護支援専門員の登録管理等を行う事業でご

ざいますが、予定しておりました名簿管理シ
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ステムのサーバーの更新について、当初は各

都道府県がそれぞれ更新を行うこととなって

おりましたが、その後、国の方針が変更さ

れ、国において一元的にサーバーを設置する

こととなったため、県の支出が不要となり、

減額の補正を行うものでございます。 

 18ページをお願いいたします。 

 (6)中山間地域等24時間介護サービス提供

体制モデルづくり事業は、モデル事業に取り

組む市町村において国の交付金を有効活用す

るなどにより本事業の所要見込み額が当初予

定を下回ったことから、減額補正をお願いす

るものでございます。 

 以上、認知症対策・地域ケア推進課の２月

補正予算としまして、１億7,056万円余の減

額補正をお願いしております。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○田端社会福祉課長 社会福祉課でございま

す。 

 資料の19ページをお願いいたします。 

 主なものを御説明いたします。 

 まず、社会福祉総務費の説明欄にあります

２の生活福祉資金貸付事業費でございます

が、(1)が貸付事務費、(2)が社会福祉協議会

に配置しております相談員の人件費でござい

ますが、それぞれ事業費確定に伴う減額でご

ざいます。 

 次に、遺家族等援護費につきまして、２の

(1)から、次のページ、20ページの(6)まで及

び(8)につきましては、説明欄にありますと

おり、国庫委託金内示額の増減に伴うもので

ございます。 

 (7)引揚者等援護扶助費は、中国残留邦人

に対する帰国後の生活支援に係る経費でござ

いますが、対象者の入院等による所要額の増

が見込まれ、不足を生じる見込みとなりまし

たので、今回411万円余の増額をお願いする

ものでございます。 

 次に、生活保護総務費につきまして、１の

(1)生活保護世帯からの進学応援資金貸付事

業でございますが、これは、生活保護世帯の

子供が大学等に進学する際に生活費を貸し付

けるもので、新規申請が見込みより少なかっ

たため、減額をお願いするものでございま

す。 

 (2)のホームレス対策事業、それから21ペ

ージの(4)の矯正施設等退所者社会復帰支援

事業、(6)の自立支援プログラム策定実施推

進事業につきましては、いずれも社会福祉法

人等への委託事業として実施しておりまし

て、委託契約に伴う執行残分の減額をお願い

するものでございます。 

 (3)の住宅手当緊急特別措置事業、それか

ら(5)の緊急雇用創出基金市町村補助事業に

つきましては、住宅手当の申し込みが見込み

より少なく、減額をお願いするものでござい

ます。(3)が県実施分、(5)が市町村実施分で

ございます。 

 次に、４の国庫支出金返納金でございます

が、平成23年度の国庫補助金等の額の確定に

伴い、国に精算返納を行うものでございま

す。 

 次に、22ページの５の緊急雇用創出基金積

立金でございますが、国の経済対策第２弾に

より基金の年限が１年延長され、本県への追

加交付が示されたことから、基金に積み増し

を行うものでございます。 

 最後に、扶助費の生活保護扶助費、これは

県分の生活保護費でございますが、生活保護

受給者の増加が依然続いている状況から、年

度末の支払いに当たって不足を生じる見込み

となりましたので、今回5,385万円余の増額

をお願いするものでございます。 

 以上、社会福祉課全体といたしまして、３

億9,853万円余の増額補正をお願いいたして

おります。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○中園子ども未来課長 子ども未来課でござ
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います。 

 23ページをお願いいたします。 

 右側の説明欄に沿いまして、主なものを御

説明いたします。 

 まず、２段目の１、児童健全育成費です

が、(1)は、第３子以降の３歳未満児の保育

料無料化を実施する市町村への助成です。不

足が見込まれますので、増額をお願いしてお

ります。 

 (2)は、放課後児童クラブや児童館事業に

おける市町村への助成ですが、所要額が見込

みを下回ったことによる減額でございます。 

 (3)は、児童館の施設整備につきまして、

これまでの国庫補助制度から、県を経由しな

い市町村への交付金制度に移行しましたが、

それに伴う減額でございます。児童館につい

ては、県の事業自体がなくなりましたので、

事業名も放課後児童クラブだけに変更してお

ります。 

 次の２、国庫支出金返納金につきまして

は、23年度に受け入れた国庫補助金のうち、

交付確定に伴い、返納するものでございま

す。 

 ３の安心こども基金積立金につきまして

は、このたびの国の経済危機対応・地域活性

化予備費の活用などに伴う基金の積み増しで

ございます。このたびは29億3,900万円余を

お願いしております。 

 次に、24ページをお願いします。 

 上の段、１の児童扶助費につきましては、

民間保育所運営費の県負担金が見込みを下回

ったことによる減額でございます。 

 下の段、１、市町村保育施設運営費補助に

つきましては、延長保育などの特別保育や家

庭的保育の見込み額の減でございます。 

 ３の施設職員退職共済費につきましては、

国が決定する補助単価が見込みを下回ったこ

とによる減額でございます。 

 次に、25ページをお願いします。 

 ２の妊婦健康診査支援基金積立金につきま

しては、平成21年に基金を設置しまして、市

町村が実施する妊婦健診に補助をしておりま

すが、このたびは、運用利息と23年度分の市

町村からの返納金を積み立てるものでござい

ます。 

 ３の妊婦健康診査費につきましては、市町

村の所要額が見込みを下回ったことによる減

額でございます。 

 以上、子ども未来課は、総額で26億8,100

万円余の増額をお願いしております。 

 御審議よろしくお願いいたします。 

 

○山田子ども家庭福祉課長 子ども家庭福祉

課でございます。 

 説明資料の26ページをお願いいたします。 

 主なものを御説明いたします。 

 中段の児童福祉総務費の２、要保護児童進

学応援事業は、児童養護施設や里親のもとで

養育される児童に、大学へ進学する際の生活

費を無利子で貸し付けるものでございます。

当初予算の際に進学希望者の意向を踏まえ計

上しておりましたが、実際は見込みより少な

かったため、140万円余の減額をお願いする

ものでございます。 

 次の３、国庫支出金返納金は、平成23年度

に受け入れた国庫補助金のうち、交付確定に

伴い、国庫への返納が必要なものについて、

900万円余の増額補正をお願いするもので

す。主なものは、児童扶養手当に関する負担

金などでございます。 

 下段の児童措置費ですが、１の(1)は、児

童養護施設等への児童の措置に必要な経費を

支弁するものです。国による措置費単価の増

額改定に伴い、7,400万円余の増額をお願い

するものでございます。 

 (2)と(3)につきましては、母子生活支援施

設等への入所に関するものでございますが、

件数が当初の見込みを上回ることにより、増

額をお願いするものでございます。 

 27ページをお願いいたします。 
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 下段の母子福祉費でございますが、１の

(1)は、母子家庭の母親が看護師等の資格を

取得するために養成機関に通う場合に給付金

を支給するものでございます。対象者が当初

見込みを下回ったことによる減額並びに財源

更正でございます。 

 (2)ひとり親家庭等応援事業は、就業や子

育てなどさまざまな困難に直面するひとり親

家庭等を対象に、就労から子育て、学習支援

まで、多面的に支援するものでございます

が、事業のスケジュールの見直しにより、24

年度の所要見込み額の減をお願いするもので

ございます。 

 ２の(2)児童扶養手当支給事業費は、ひと

り親に支給する児童扶養手当について、受給

者数が見込みより少なかったことにより、減

額をお願いしております。 

 28ページに記載しておりますが、子ども家

庭福祉課は、全体としまして２億567万円余

の減額をお願いいたします。 

 続きまして、29ページをお願いいたしま

す。 

 先ほど御説明いたしましたひとり親家庭等

応援事業のスケジュールの見直しに伴い、24

年度に実施する予定であった事業の一部を25

年度に実施することとなり、債務負担行為の

限度額の変更をお願いするものでございま

す。 

 続きまして、ページを飛びますが、54ペー

ジをお願いできますでしょうか。 

 専決処分の報告をさせていただきます。 

 本日、ただ１件の報告事項となりますが、

詳細は55ページの事故の概要をごらんくださ

い。 

 この事故は、昨年12月17日、八代児童相談

所の職員が公務で八代市内の民間アパートを

訪ねた際、駐車場内で公用車をバックさせた

ところ、後方確認が十分ではなく、ポールタ

イプの車どめに衝突し、損傷させたものでご

ざいます。衝突により公用車の後部バンパー

も損傷いたしましたが、職員にけがはなく、

物損事故となったものでございます。 

 この事故に関しまして、県の損害賠償額を

７万35円と決定し、和解することの専決処分

を行いましたので、その報告を行うものでご

ざいます。 

 このたびは物損事故で済みましたが、職員

の交通事故防止に向けさらに徹底を図ってま

いります。 

 子ども家庭福祉課は以上でございます。 

 

○西岡障がい者支援課長 障がい者支援課で

ございます。 

 お戻りいただきまして、説明資料の30ペー

ジをお願いいたします。 

 社会福祉総務費でございますが、376万円

余の増額をお願いしております。 

 右説明欄になりますが、これは、県精神保

健福祉センターに派遣されている熊本市職員

１名の人件費相当額を負担するものでござい

ます。 

 次に、障害者福祉費ですが、３億8,080万

円余の増額をお願いしております。 

 (1)の更生医療費は、身体障害者の更生の

ための手術や人工透析等に係る公費負担分で

ございますが、生活保護者の医療費増などに

より、本年度の所要見込み額が予算額を上回

ることとなり、増額補正をお願いするもので

す。 

 (2)の精神通院医療費は、精神障害者の通

院医療費に係る公費負担分でございますが、

所要見込み額の減により減額補正を行うもの

でございます。 

 (3)の障害福祉サービス等負担事業は、市

町村が行うサービス費の一部を負担するもの

でございますが、本年度の所要見込み額は予

算額を上回ることとなり、増額補正をお願い

するものです。 

 次に、31ページになりますが、２、障がい

者福祉諸費でございます。 
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 (1)の事業運営安定化事業精算費及び(2)の

移行時運営安定化事業精算費は、いずれも障

害者自立支援対策臨時特例基金を活用し、平

成23年度まで実施した事業について、平成24

年度に過誤調整等を行う精算処理を行うため

の新たな予算措置でございます。 

 (3)の市町村地域生活支援事業は、国庫補

助の内示額の増に伴います補正を行いますと

ともに、(4)の障害福祉サービス事業者等運

営安定化事業は、事業者に従前の報酬額の90

％を保障するものでございますが、対象施設

の増により増額補正をお願いするものです。

 (5)の障害者自立支援法移行促進事業及び

次のページの32ページの(6)の障害者自立支

援法施行円滑化事業、(7)の福祉・介護人材

の処遇改善事業は、いずれも全額自立支援基

金による事業でございますが、それぞれ執行

見込み額の減により減額補正を行うものでご

ざいます。 

 (8)の水俣・芦北地域の障害福祉推進モデ

ル事業は、執行見込み額の減に伴い、減額補

正を行うものでございます。 

 (9)の聴覚障がい児補聴器購入助成事業

は、補助対象児童数が増加したことにより増

額補正をお願いするものです。 

 次の33ページをお願いいたします。 

 ３、障がい者福祉施設整備費でございます

が、(1)の障がい者福祉施設整備費は、大規

模修繕等の案件が国庫財源から地域自主戦略

交付金に振りかえられたため、財源更正を行

うものでございます。 

 (2)の障がい者福祉施設耐震化等特別対策

事業につきましては、当初予算により耐震化

改築を実施している法人に対して追加交付を

行うための増額補正でございます。 

 続きまして、４、国庫支出金返納金でござ

いますが、(1)水俣・芦北地域の障害福祉推

進モデル事業精算返納金から、次のページ、

34ページの(5)自立支援給付費等国庫支出金

精算返納金までの各精算返納金につきまして

は、いずれも平成23年度分の額の確定により

精算返納するものでございます。 

 次に、５、重度心身障がい者医療費につき

ましては、市町村の実績額の減少に伴い、減

額補正を行うものでございます。 

 次に、７、障害者自立支援対策臨時特例基

金積立金でございますが、平成23年度までの

市町村事業の額の確定に伴いまして返納金が

生じております。そのうちの基金に相当する

部分を基金へ積み戻すものでございます。 

 35ページをお願いいたします。 

 上段の児童福祉総務費で６万円余の増額を

お願いしております。 

 下段の児童措置費ですが、全体で8,010万

円余の増額をお願いしております。 

 右欄の１、児童扶助費でございます。障害

児施設給付費等支給・障害児施設措置事業に

おいて、措置児童数の増及びインフルエンザ

流行等に備えるための医療費見込み額の増に

伴いまして、増額補正をお願いするもので

す。 

 次に、２、心身障害者扶養共済事業です

が、扶養制度安定のための特別調整費につい

て、政令市に移行した熊本市と県の負担割合

の確定に伴いまして、県負担分がふえるた

め、補正をお願いするものでございます。 

 36ページをお願いいたします。 

 児童福祉施設費で3,003万円余の減額補正

をお願いしております。右欄１、こども総合

療育センター費のうち、(2)のこども総合療

育センター管理運営費は、勤務する非常勤医

師や非常勤看護師等に係る報酬等の執行見込

み残について減額補正するものです。 

 下段の精神保健費ですが、727万円余の増

額でございます。右欄の(1)精神障がい者地

域移行支援特別対策事業については、執行見

込み額の減に伴い、減額補正を行うものでご

ざいます。 

 続きまして、37ページですが、(2)の市町

村自殺対策推進事業及び(3)の自殺予防相談
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支援等事業については、いずれも地域自殺対

策緊急強化基金活用事業ですが、市町村、団

体への補助金額の確定に伴い、また、執行見

込み額の減に伴い、それぞれ減額補正を行う

ものでございます。 

 次に、２、国庫支出金返納金ですが、(1)

の地域自殺対策緊急強化基金精算返納金及び

(2)の精神保健費等国庫負担(補助)金精算返

納金については、平成23年度分の事業費の確

定に伴い、それぞれ国庫支出金を精算返納す

るものでございます。 

 以上、障がい者支援課分は、２月補正予算

は４億2,695万円で、補正後の合計は171億6,

999万円余となります。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○三角医療政策課長 医療政策課でございま

す。 

 説明資料の38ページをお願いします。 

 主なものについて御説明いたします。 

 公衆衛生総務費でございます。 

 説明欄をお願いします。 

 １、衛生諸費の(2)災害医療体制整備事業

は、災害拠点病院等が行う災害医療に必要な

資機材の整備や研修等に要する経費に対し支

援を行うものでございますが、所要見込み額

が当初見込み額を下回ったため、723万円余

の減額補正をお願いするものです。 

 ２、保健医療推進対策費の(3)医師確保総

合対策事業は、医師不足問題を解消するため

に行います医師確保対策の総合的な推進に要

する経費でございますが、自治体病院内保育

所等の設置について申請がなかったことや修

学資金貸与学生数が予定数に満たなかったこ

と等によりまして、所要見込み額が当初見込

み額を下回ったため、減額補正をお願いする

ものでございます。 

 39ページをお願いします。 

 (7)のヘリ救急医療搬送体制整備事業は、

ドクターヘリの運営経費等に対して補助を行

うものですが、スタッフの研修費や運航シス

テム整備経費の所要額が当初見込み額を下回

ったこと、また、蘇陽病院が計画されていた

ヘリポートの整備について、新たに整備をせ

ず、病院に隣接するグラウンドを活用される

ことになったこと等によりまして、4,586万

円余の減額をお願いするものでございます。 

 (8)の救急医療地域支援体制整備事業は、

救急搬送支援体制や地域救急医療支援体制の

整備等を行う事業でございますが、救急車か

らの画像等伝送システムの改修に時間を要し

たことに伴い機器導入を翌年度としたこと、

また本年度保健医療計画を改定したことか

ら、地域における拠点救急医療機関が備える

べき救急医療機能についても計画を踏まえた

適切なものとするため、当該救急医療機関等

に対します設備整備に対する支援についても

翌年度以降に行うこととしたものでございま

す。これに伴いまして、３億4,276万円余の

減額をお願いするものでございます。 

 (9)の阿蘇医療圏二次救急医療機能整備事

業は、阿蘇医療圏の２次救急医療体制を整備

するため、中核病院であります阿蘇中央病院

の施設設備等の整備を支援する事業でござい

ますが、入札の不調により病院建設工事の着

工がおくれたため、本年度の進捗に合わせ、

６億2,081万円余の減額をお願いするもので

ございます。 

 40ページをお願いいたします。 

 ４、国庫支出金返納金は、平成23年度医療

提供体制推進事業費補助金等の事業費確定に

伴い、精算返納金として、3,319万円余の増

額補正をお願いするものでございます。 

 ３段目の医務費でございます。 

 １、へき地医療対策費の(1)へき地医療施

設運営費補助は、本年度の事業費が確定いた

しましたことから、329万円余の減額補正を

お願いするものでございます。 

 (2)へき地医療施設・設備整備費補助は、

僻地医療拠点病院や僻地診療所の施設整備や
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設備整備に対し補助を行うものでございます

が、一部事業について国庫補助の採択がなか

ったため、3,850万円の減額補正をお願いす

るものでございます。 

 41ページをお願いします。 

 保健師等指導管理費でございます。 

 １、看護行政費の看護師養成所等運営費補

助事業は、看護師養成所や病院内保育所の運

営費に対し補助を行うものでございますけれ

ども、所要見込み額が減となったため、6,34

0万円余の減額補正をお願いするものでござ

います。 

 (2)の新人看護職員研修事業及び(3)の看護

師等養成力強化事業は、所要見込み額が当初

見込み額を下回ったため、減額補正をお願い

するものでございます。 

 (5)の専門性の高い看護職員の養成支援事

業は、認定看護師の資格取得に要する経費等

に対して補助を行うものでございますが、所

要見込み額が当初見込み額を下回ったため、

2,370万円余の減額補正をお願いするもので

ございます。 

 (6)の看護職員確保対策支援事業は、看護

職員確保を図るため、看護職員の就労環境改

善等に取り組む医療機関に対し支援を行う事

業でございますが、これも、所要見込み額が

当初見込み額を下回ったため、2,797万円余

の減額補正をお願いするものでございます。

  42ページをお願いします。 

 (7)訪問看護ステーション強化モデル事業

は、訪問看護の提供体制が整っていない球磨

及び天草地域をモデル地域として、訪問看護

ステーションの人材確保や環境整備に対し支

援を行うものでございますが、補助申請額が

当初見込み額を下回ったため、1,232万円余

の減額補正をお願いするものです。 

 以上、医療政策課の補正予算としまして、

総額14億5,538万円余の減額をお願いしてお

ります。 

 43ページをお願いします。 

 債務負担行為の変更でございます。 

 阿蘇医療圏二次救急医療機能整備事業につ

いては、阿蘇中央病院の整備に関し、平成24

年度から平成25年度にかけて債務負担行為を

設定し、事業費の補助を行うこととしている

ところでございますが、先ほど御説明いたし

ましたとおり、入札の不調により病院建設工

事の着工がおくれたことから、事業の進捗に

合わせ、平成25年度の限度額の変更をお願い

するものでございます。 

 医療政策課は以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○林田国保・高齢者医療課長 国保・高齢者

医療課でございます。 

 資料44ページをお願いいたします。 

 主なものを御説明させていただきます。 

 まず、国民健康保険指導費でございます。 

 説明欄の３、国民健康保険制度安定化対策

費は、市町村間の財政を調整するために交付

する県調整交付金において、医療費の実績見

込み額が当初の見込みを下回ったことなどに

より、８億5,576万円余の減額をお願いする

ものでございます。 

 次に、下段の公衆衛生総務費でございま

す。 

 説明欄の１、後期高齢者医療対策費の(1)

後期高齢者医療給付費負担金は、後期高齢者

医療広域連合が行う医療給付に要する費用の

一定割合を負担するものでございますが、こ

の給付費が当初の見込みを下回ったことによ

り、６億6,943万円余の減額をお願いするも

のでございます。 

 (2)後期高齢者医療高額医療費負担金は、

高額な医療費の発生による財政リスクを軽減

するための広域連合に対する負担金でござい

ますが、高額な医療費が当初の見込みを下回

ったことにより、4,720万円余の減額をお願

いするものでございます。 

 (3)後期高齢者医療保険基盤安定負担金
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は、低所得者等の保険料を軽減するための市

町村に対する負担金でございますが、保険料

軽減額が当初の見込みを上回ったことによ

り、1,123万円余の増額をお願いするもので

ございます。 

 以上、次の45ページの下段の計に記載して

おりますとおり、15億6,511万円余の減額を

お願いしております。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○佐藤健康づくり推進課長 健康づくり推進

課でございます。 

 説明資料の46ページをお願いいたします。 

 まず、公衆衛生総務費でございます。 

 右側の説明欄２の健康づくり推進費でござ

いますが、(1)の歯科保健推進事業につきま

しては、国の補助率変更に伴う財源更正と国

の内示減に伴う減額でございます。 

 (2)の特定健康診査等実施事業、(3)の市町

村健康増進事業につきましては、市町村にお

ける所要見込み額の減によるものでございま

す。 

 (4)のがん診療施設整備事業は、国庫補助

事業の補助額が内示減となったことに伴う減

でございます。 

 (5)のがん診療連携拠点病院等病理診断機

能支援事業につきましても、(2)、(3)と同

様、所要見込み額の減に伴うものでございま

す。 

 (6)の県民による健康長寿推進事業でござ

いますが、事業内容の拡充に向けた修正検討

を行ったことに伴う減でございます。 

 次に、３の栄養指導対策費でございます

が、これは国の内示減に伴う減額となってお

ります。 

 次に、47ページをお願いいたします。 

 ４の原爆被爆者健康診断費でございます

が、所要見込み額の減に伴うものでございま

す。 

 ５の原爆被爆者特別措置費の減額につきま

しては、被爆者援護の各種手当支給額の減に

よるものでございます。 

 次に、６の特定疾患対策費でございます。 

 (1)の特定疾患治療費につきましては、患

者の増等による所要見込み額の増額によるも

のでございます。 

 (2)の難病特別対策推進事業につきまして

は、国の内示減に伴う減額となっておりま

す。 

 (3)の難病患者等ホームヘルパー養成研修

事業につきましては、当初別々実施というこ

とでありましたが、熊本市との協議で、県、

市共催で実施したことに伴う事業費の減によ

るものでございます。 

 (4)の特定疾患治療費事務費につきまして

も、(1)と同様、患者等の増によるものでご

ざいます。 

 ７の国庫支出金返納金につきましては、平

成23年度のがん対策推進事業に係る精算金を

国に返納するものでございます。 

 次に、48ページをお願いいたします。 

 予防費でございます。 

 １のハンセン病事業費は、国庫補助金の充

当に伴う財源更正によるものでございます。 

 以上、健康づくり推進課の24年度２月補正

として、総額5,281万円余の減額補正をお願

いしております。 

 御審議のほどよろしくお願い申し上げま

す。 

 

○小早川宗弘委員長 次に、谷﨑環境生活部

長から総括説明を行い、続いて、担当課長か

ら順次説明をお願いいたします。 

 

○谷﨑環境生活部長 改めまして、おはよう

ございます。 

 本日御審議をいただく議案の概要につきま

して御説明を申し上げます。 

 今回提出しております議案は、予算関係２

議案でございます。 
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 まず、第１号議案の平成24年度熊本県一般

会計補正予算でございますが、総額18億7,30

0万円余の減額補正をお願いしております。 

 その主な内容といたしましては、水俣病総

合対策費等扶助費が当初の見込みを下回った

ことによる減額などでございます。 

 また、平成24年度から平成25年度への繰越

明許費としまして、自動車騒音監視調査委託

事業及び自然公園施設等災害復旧事業で、総

額400万円余の設定をお願いしております。 

 このほか、平成25年４月１日から業務を開

始する委託業務としまして、水俣病対策に関

する業務及び多重債務者の生活再生支援に関

する業務で、総額２億1,700万円余の債務負

担行為の設定をお願いいたしております。 

 次に、第13号議案の平成24年度熊本県のチ

ッソ株式会社に対する貸付けに係る県債償還

等特別会計補正予算でございますが、総額70

万円余の減額補正をお願いいたしておりま

す。 

 これは、本年度の一時金支払い支援に係る

県債の利子償還額が確定したことに伴います

減額でございます。 

 これによりまして、環境生活部の補正後の

予算総額は、一般会計と特別会計を合わせま

して622億700万円余となります。 

 以上が今回提出しております議案の概要で

ございますが、詳細につきましては、関係課

長が御説明をいたしますので、よろしく御審

議のほどお願い申し上げます。 

 

○宮尾環境政策課長 環境政策課でございま

す。 

 説明資料の57ページをお願いいたします。 

 まず、一般会計の補正について御説明申し

上げます。 

 公害対策費でございますが、右の欄、説明

欄の１、職員給与費として473万円余の増額

補正をお願いしております。これは、先ほど

健康福祉政策課からも御説明がございました

けれども、平成24年度の職員数及びその給与

額の確定に伴いますその差額を計上している

ものでございます。各課とも同様の趣旨でご

ざいますので、各課からの説明は、以下省略

させていただきたいと思います。 

 次に、チッソ県債償還等特別会計繰出金に

つきまして、71万円余の減額補正をお願いし

ております。これは、この後特別会計のとこ

ろでも御説明申し上げますが、チッソ県債償

還等特別会計における一時金県債利子償還額

の減額に伴う繰出金の減によるものでござい

ます。 

 以上、合計で401万円余の増額補正でござ

います。 

 58ページをお願いいたします。 

 チッソ県債償還等特別会計でございます。 

 本年度に借り入れました一時金県債の利子

償還額の確定による減額でございます。県債

の借入額は、当初見込みより多かったのです

が、借入時期や利率の関係で、結果的に本年

度の償還額が当初予算額を下回ったことでご

ざいます。 

 以上、特別会計合計は71万円余の減額でご

ざいます。 

 59ページをお願いいたします。 

 繰越明許費でございます。 

 災害復旧費の自然公園施設等災害復旧事業

につきましては、昨年の大水害の復旧関係で

ございますが、一部地権者や関係機関との協

議などに予定以上の日数を要し、適正な工期

が確保できないため、一部来年度へ繰り越し

が必要になったものでございます。繰越額と

いたしまして180万円をお願いしておりま

す。 

 60ページをお願いいたします。 

 繰越明許費の変更で262万円余の追加でご

ざいます。 

 自動車騒音監視調査委託事業につきまして

は、調査地点の５年ぶりの見直しに加えまし

て、平成24年度から、市域、いわゆる市のエ
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リアの調査が市に権限移譲されたことに伴い

まして、調査地点の大幅な見直しに時間を要

したことなどから、年度内での業務完了が困

難となり、その事業費262万円余を来年度へ

繰り越しをお願いするものでございます。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

 

○田中水俣病保健課長 水俣病保健課でござ

います。 

 引き続き説明資料の61ページのほうをお願

い申し上げます。 

 公害保健費でございますけれども、総額17

億6,500万円余の減額補正をお願いしており

ます。 

 その内訳につきましては、右側説明欄のほ

うに主なものを記載しております。 

 まず、１の水俣病総合対策事業費でござい

ますが、(1)の水俣病総合対策事業は、医療

費の審査を行います国民健康保険団体連合会

への審査や支払いの委託料等の実績の減、

(2)の水俣病総合対策費等扶助費は、手帳を

お持ちでいらっしゃいます方々の医療費の減

によるものでございます。 

 次に、２の国庫支出金精算返納金の増額補

正をお願いしております。これは、平成23年

度の水俣病総合対策事業に係ります国庫補助

金の受入額と交付確定額との差額を精算する

ものでございます。 

 次に、62ページのほうをお願いいたしま

す。 

 水俣病総合対策事業等委託業務で約２億円

の債務負担行為の設定をお願いしておりま

す。これは、先ほど申し上げましたが、国民

健康保険団体連合会のほうに医療費の審査や

支払いの委託などを行っております。平成25

年４月１日から実施するために設定をするも

のでございます。 

 水俣病保健課は以上でございます。 

 よろしく御審議のほどお願い申し上げま

す。 

 

○髙山水俣病審査課長 水俣病審査課でござ

います。 

 説明資料の63ページでございます。 

 下段の公害保健費でございます。 

 補正額(Ｂ)欄にありますように、4,196万

円余の減額補正をお願いしております。 

 内容につきましては、右側の説明欄によ

り、主なものを御説明させていただきます。 

 まず、１の公害被害者救済対策費でござい

ますが、2,828万円余の減額補正をお願いし

ております。このうち、(1)公害健康被害認

定審査会と(2)水俣病認定検診費でございま

すが、これは、認定申請された方の検診費や

認定審査会の運営経費など認定業務に要する

経費でございまして、事業費の所要見込みに

よる減額となっております。 

 次に、２、水俣病総合対策事業費の治療研

究事業扶助費でございますが、これは、認定

申請をされ処分が出るまで一定期間お待ちい

ただいている申請者の方に支給しております

医療費等でございますが、こちらも、所要見

込み額の減による1,368万円の減額をお願い

しております。 

 以上、御審議のほどよろしくお願い申し上

げます。 

 

○福田環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 

 64ページをお願いいたします。 

 上から２段目の計画調査費でございます

が、2,300万円余の減額補正をお願いしてお

ります。 

 右の説明欄をお願いいたします。 

 １の公営企業貸付金、これは、有明工業用

水道事業の資金不足に対しまして、一般会計

から貸し付けを行うものでございます。こと

しは、荒尾・有明・大牟田工業用水道及び荒

尾・大牟田上水道の供給施設が老朽化したこ

とに伴いまして、設備更新の詳細設計を行い
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ましたが、この入札残でございます。 

 次に、２の地下水保全対策費でございます

が、昨年10月に施行いたしました地下水採取

の許可制に伴いまして、新たに水量測定器の

設置が必要となった地下水採取者に対して設

置経費の一部を補助するものでございます

が、補助申請件数が予定を下回ったことなど

による減額でございます。 

 次に、公害対策費でございますが、42万円

余の減額をお願いしております。 

 右の説明欄でございますが、１の環境保全

基金積立金、これは、今年度の６月補正予算

で基金の造成を行いました再生可能エネルギ

ー等導入推進基金に係る運用利息を積み立て

るものでございます。 

 ２の環境政策推進費の53万円余の減額、そ

れから65ページの３の環境立県推進費の100

万円余の減額は、いずれも経費節減や入札残

による減額でございます。 

 次に、４の国庫支出金返納金でございます

が、23万円余の増額補正をお願いしておりま

す。これは、昨年度事業が終了いたしました

国の地域環境保全対策費等補助金、いわゆる

地域グリーンニューディール基金の運用益相

当分につきましての精算額が確定したことに

よる国への返納金でございます。 

 最後に、工業用水道事業会計繰出金でござ

いますが、有明工業用水道事業会計の企業債

元利償還金等に一般会計から繰り出すもので

ございますけれども、企業債の利息額が予定

を下回ったことなどにより減額するものでご

ざいます。 

 以上、当課合計といたしまして、2,200万

円余の減額補正をお願いしております。 

 御審議よろしくお願いいたします。 

 

○清田環境保全課長 環境保全課でございま

す。 

 説明資料の66ページをお願いいたします。 

 ２段目の公害規制費でございますが、右側

の説明欄１に示しておりますように、公害監

視調査費2,605万円余の減額補正をお願いし

ております。 

 まず、説明欄(1)の化学物質環境汚染実態

調査でございますが、規制基準の設定されて

いない化学物質におきまして、環境残留実態

の推移の把握が必要な物質のモニタリング等

を実施しているものでございまして、全額国

庫委託の事業でございます。国庫委託費の減

額に伴う減額補正でございます。 

 次に、説明欄(2)の大気環境測定機器更新

事業でございますが、大気汚染防止法に基づ

く大気汚染常時監視測定装置の機器整備を行

っておりまして、今話題になっております微

小粒子状物質、ＰＭ2.5の８局を増設するな

ど、その入札に伴う執行残の減額補正でござ

います。 

 説明欄(3)の水質環境監視事業でございま

すが、水質汚濁防止法に基づきまして、河

川、海域などの公共用水域の常時監視を行っ

ておりまして、委託事業の入札に伴う執行残

の減額補正でございます。 

 次に、説明欄(4)の地下水質監視事業でご

ざいますが、地下水の水質汚濁状況の常時監

視を行っておりまして、委託事業の入札に伴

う執行残の減額補正でございます。 

 最後に、説明欄(5)の有明海・八代海環境

調査事業でございますが、これは、全額国庫

委託の事業で水質及び底質等の環境調査を行

っておりますが、委託事業の入札に伴う国庫

委託費の減額補正でございます。 

 以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○小宮自然保護課長 自然保護課でございま

す。 

 委員会説明資料の67ページをお願いいたし

ます。 

 説明欄の最下段の自然公園施設等災害復旧

事業についてでございますが、昨年７月の熊
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本広域大水害により被災いたしました遊歩道

などの自然公園施設11カ所の災害復旧を実施

しているところであります。その所要見込み

額を精査した結果、見込み額が下回ったた

め、262万円の減額補正をお願いするもので

あります。 

 また、自然保護課の補正額合計では465万

9,000円の増額をお願いしております。 

 自然保護課は以上でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

 

○加久廃棄物対策課長 廃棄物対策課でござ

います。 

 資料の68ページをお願いいたします。 

 環境整備費につきまして、総額779万円の

増額をお願いしております。 

 右側説明欄１の産業廃棄物対策費のマイナ

ス831万円余につきましては、入札に伴う執

行残による減額でございます。 

 ２の産業廃棄物等特別対策事業費のマイナ

ス407万円余につきましては、所要見込みの

減による減額でございます。 

 ３の産業廃棄物税基金積立金の2,017万円

余につきましては、産業廃棄物税収を活用し

て行います事業に充てた残額を後年度の事業

に充てるために積み立てるものでございます

が、前年度の事業費決算残額を基金に積み立

てること等による増額でございます。 

 以上、廃棄物対策課として、総額759万円

余の増額をお願いするものです。 

 よろしくお願いいたします。 

 

○石﨑くらしの安全推進課長 くらしの安全

推進課でございます。 

 資料のほうは、１ページめくりまして、70

ページをお願いいたします。 

 上から２段目の諸費でございますが、21万

9,000円の減額補正をお願いしております。 

 右の説明欄をごらんください。 

 社会参加活動推進費といたしまして減額補

正をお願いしておりますが、これは、犯罪被

害者等支援推進事業における国庫委託額の確

定に伴うものでございます。 

 次に、１つ飛びまして、青少年育成費でご

ざいますが、21万円の減額補正をお願いして

おります。 

 右の説明欄をごらんください。 

 これは、優良映画の推奨や有害映画の指定

を行います映画委員会におきまして、推奨申

請などがなく、開催回数が見込みを下回った

ことに伴いまして、減額を行うものでござい

ます。 

 最後に、最下段の農業総務費でございます

が、20万円の減額をお願いしております。 

 右の説明欄をごらんください。 

 地域食品振興対策費といたしまして減額を

お願いしておりますが、これは、食の安全セ

ミナーなどに係る講師を内閣府の食品安全委

員会の職員などに依頼するなど、経費節減な

どに伴うものでございます。 

 以上、当課合計といたしまして、職員給与

費を含め、425万3,000円の減額補正をお願い

しております。 

 よろしく御審議いただきますようお願いし

ます。 

 

○杉山消費生活課長 消費生活課でございま

す。 

 資料の71ページをお願いいたします。 

 消費者行政推進費でございますが、150万

円余の減額補正をお願いしております。 

 内訳につきましては、右側の説明欄により

御説明させていただきます。 

 ２の消費者行政推進費と３の消費生活セン

ター費の減額につきましては、事務費と人件

費の執行残に伴うものでございます。 

 次に、４の消費者行政活性化基金積立金の

３万6,000円の増額でございますが、これ

は、当該基金の運用利息の増額に伴うもので

ございます。 
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 最後に、５の国庫支出金返納金につきまし

ては、平成23年度の実績確定に伴いまして、

国庫補助金を精算返納するものでございま

す。 

 以上、当課合計といたしまして、150万6,0

00円の減額補正をお願いしております。 

 続きまして、72ページをお願いいたしま

す。 

 債務負担行為の設定でございます。 

 これは、多重債務者の生活再生に向けまし

て、家計管理指導から生活資金の貸し付けま

での一貫した生活再生支援を行います多重債

務者生活再生支援事業における業務委託につ

きまして、平成25年４月１日から実施するこ

とが必要なために設定するものでございま

す。 

 以上、御審議のほどよろしくお願い申し上

げます。 

 

○中園男女参画・協働推進課長 男女参画・

協働推進課でございます。 

 説明資料の73ページをお願いします。 

 ２段目の諸費につきましては、１万9,000

円の増額補正をお願いしております。これ

は、新しい公共支援基金積立金の運用利息の

増額によるものでございます。 

 ３段目の社会福祉総務費につきましては、

39万円の減額をお願いしております。 

 このうち、説明欄２の社会福祉諸費及び３

の男女共同参画推進事業費は、いずれも入札

の執行残に伴う減額でございます。 

 以上、当課分、387万円余の増額補正をお

願いしております。 

 以上でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

 

○清原人権同和政策課長 人権同和政策課で

ございます。 

 資料の74ページをお願いいたします。 

 上段の右説明欄にございます人権啓発推進

費1,079万円余の減額をお願いしておりま

す。これは、(2)の市町村が講演会等を行い

ます人権啓発活動市町村委託事業及び(3)の

当課でテレビ、新聞等を活用して行う広報・

啓発事業につきまして、いずれも法務省から

の委託により実施するものでございますが、

国庫委託額が確定したことに伴う減額をお願

いしております。 

 次に、下段の社会福祉総務費でございます

が、説明欄２の地方改善事業費７万円余の減

額をお願いしております。これは、(1)の市

町村が隣保館の運営等を行いますものに対し

ての補助について、国庫補助額の内示額確定

に伴う減額をお願いしております。 

 また、(2)の人権問題連携調整費につきま

しては、所要見込み額の減でございます。 

 以上、総額で1,225万円余の減額をお願い

しております。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○小早川宗弘委員長 次に、向井病院事業管

理者から総括説明を行い、担当課長から説明

をお願いします。 

 

○向井病院事業管理者 おはようございま

す。 

 本議会に提案しております病院局の議案に

ついて御説明いたします。 

 今回提案いたしますのは、予算関係１議案

でございます。 

 第19号議案平成24年度熊本県病院事業会計

補正予算は、収益的収支におきまして、収入

及び支出とも9,600万円余の減額補正をお願

いしております。 

 その主な内容についてですが、入院収益及

び外来収益の実績に伴う収入の減、職員給与

費の減や経費節減等に伴う支出の減でござい

ます。 

 なお、資本的収支に関する補正はございま

せん。 
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 これによりまして、病院局の補正後の予算

総額は、収益的収支と資本的収支を合わせま

して17億2,600万円余となります。 

 また、平成25年度の年間委託契約等に係る

債務負担行為の設定について２件、総額2,20

0万円余をお願いするものでございます。 

 以上が今回の議案の概要ですが、詳細につ

きましては、総務経営課長から御説明いたし

ますので、よろしく御審議のほどをお願い申

し上げます。 

 

○田原総務経営課長 病院局総務経営課でご

ざいます。 

 資料の75ページをお願いいたします。 

 こころの医療センターの管理運営に係る収

益的収支におきましては、収入面で患者数の

実績に伴います入院収益及び外来収益の減等

により、また支出面では職員の新陳代謝等に

伴う給与費の減や経費の節減等により、それ

ぞれ9,600万円余の減額をお願いしておりま

す。 

 これらにより、補正後は、収入及び支出と

もに15億1,300万円余となり、収支の均衡は

確保する見込みでございます。 

 なお、資本的収支につきましては、補正は

ございません。 

 76ページをお願いいたします。 

 支出の内訳でございますが、医業費用のう

ち、給与費について、職員の異動、新陳代

謝、職員手当の実績等により、6,600万円余

の減、材料費につきましては、薬品費の使用

実績によりまして、500万円余の減、経費に

つきましては、委託料の入札実績によります

2,300万円余の減額等により、合計で9,600万

円余となっておるものでございます。 

 77ページをお願いいたします。 

 債務負担行為の設定をお願いしておりま

す。 

 これは、こころの医療センターの業務のう

ち、平成25年４月１日から継続して実施する

必要のある庁舎の管理業務等につきまして、

総額2,200万円余の債務負担行為を設定する

ものでございます。 

 以上、よろしくお願い申し上げます。 

 

○小早川宗弘委員長 以上で執行部の説明が

終了しましたので、議案等について質疑を受

けたいと思います。 

 質疑はありませんか。 

 

○松岡徹委員 １つは、これは、認知症対

策、あるいは高齢者支援になるのかな。それ

と、予算の面では、さっきスプリンクラーは

健康福祉政策課の説明にもありましたけれど

も、例の長崎で高齢者のグループホームが火

災を受けたわけですけれども、あのときの

で、結局は275平方メートル未満でスプリン

クラーを設置していないのが93％というよう

なことが明らかにされておりますけれども、

県の実態はどういうふうになっとるかという

ことと、関連して、設置義務のないグループ

ホームに費用の補助がなされているというわ

けですけれども、実際上は、なかなか自己負

担もあるので、あんまり進んでいないという

ことだったけれども、その辺のところがどう

なっているのかということ。そこら辺の、国

としても、あの火災を受けて、いろいろ基準

の見直しとかというのは言及されているよう

ですけれども、国との関係でのその後のやり

とりなんかも含めて報告していただければと

思います。 

 

○中島高齢者支援課長 去る２月８日の長崎

市でのグループホームの火災で、４名が亡く

なられて８名が負傷されたという火災でござ

いましたけれども、その後国のほうから、翌

日付で、いわゆるグループホームの防火対策

の徹底の文書が参りました。 

 県としましては、文書を受け取った後直ち

にその旨を、グループホームの指定及び指導
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監督権がございます市町村に対してその旨通

知をしました。その際、あわせて、いわゆる

補助事業が活用できるということも含めて、

その文書につけ加えまして、市町村のほうに

お伝えしたという状況でございます。 

 それとあわせまして、市町村に対しまし

て、グループホームのスプリンクラーの設置

状況の調査を実施いたしました。２月12日現

在で調査をかけまして、県内のグループホー

ム214という数字でございます。スプリンク

ラーの設置をしている施設数が、そのうち19

9ということで、93.0％の施設が設置済みで

ございました。214のうち、法令上の設置義

務、275平米以上でございますけれども、が

ある施設が165ございまして、いずれも設置

を全て行っておりまして、100％の設置率で

ございました。設置義務のない275平米未満

につきましては49ございまして、既に設置し

ていたところがそのうち34ございまして、6

9.4％が設置済みでございました。ですか

ら、差し引きますと、設置義務のないところ

で、15施設がいまだスプリンクラーの設置が

ないという実態を把握することができた状況

でございます。 

 平成21年に介護基盤の緊急整備の基金がで

きておりますが、平成22年度から、設置義務

のないグループホームに対しましても、補助

が可能ということになりまして、それを受け

まして、県としましても、市町村を通じて整

備につきましてお願いしてきたということ

で、平成22年度で77カ所が設置されました。

平成23年度で34カ所が整備されております。

平成24年度は、今のところは１カ所にとどま

っている状況でございます。 

 補助につきましては、１平米当たり7,000

円の補助をいたしているところでございまし

て……(発言する者あり)9,000円未満で都道

府県で定めるということになっていまして、

本県の場合は7,000円でやっている状況でご

ざいます。といいますのが、整備数が非常に

多いということもございまして、みんなに行

き渡るために7,000円という算定をした経緯

もございますが、それはともかくとしまし

て、平米7,000円ということで、大体275平米

としますと200万弱の補助が出るということ

で、補助実績を見ますと、ほぼ100％補助に

近いものから半分程度の補助になるものま

で、いわゆるスプリンクラーの整備につきま

して、立地条件で、なかなか水道管から直接

引ける場合と加圧しないと水圧が足らないと

かいう状況のところとかで整備費が変わって

くるというふうな負担の違いが出てきている

のかなと思っております。 

 いずれにしましても、国の総務省消防庁に

おいては、275平米の見直しを検討するとか

いう話も出ておりますし、厚労省のほうで

は、補助率の見直しをやるような報道も一部

されているようでございますので、幸い、来

年度予算も相当額基金で用意できますので、

整備の推進について、市町村を通じてやって

いきたいと思っております。 

 以上でございます。 

 

○松岡徹委員 63ページ、公害被害者救済対

策関係ですけれども、１つは、特別措置法の

締め切りを７月末でやったときに、大体９カ

月審査等にかかるというようなことが最大の

根拠みたいなものだったんですけれども、今

の状況として、大体見通しとしては９カ月で

終わるのか、相当申請者がふえたわけですけ

れども、その点をまず第１点目。３つほど聞

きますけれども、第１点目、その点をちょっ

と伺いたいと思います。 

 

○田中水俣病保健課長 水俣病保健課でござ

います。 

 御質問がありました特措法の判定、御申請

があって、最終的に判定が９カ月かかるとい

うお話がございましたけれども、その見通し

につきましては、今先生のほうからもお話が
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ありましたとおり、昨年７月末の申請期限の

最終月に当県だけでも5,000人の御申請がご

ざいまして、現在、それまでに御申請があっ

た方々の書類の審査や順次公的診断の御案内

をしておりますが、結論から申しまして、９

カ月という期限では、残念ながら、申しわけ

ございませんけれども、終わる見込みはござ

いません。 

 

○松岡徹委員 見通しはどうですか。９カ月

が無理なら、どの程度かかりそうなの。 

 

○田中水俣病保健課長 水俣病保健課でござ

います。 

 最終的な見通しというのは、申しわけござ

いませんが、この時点ではっきりちょっと申

し上げることができません。と申しますの

が、こちらの私どもの努力でできる部分と、

あと、公的診断や判定を行う場合に外部の医

療機関等に御協力をいただく、そちらの御都

合もございますし、また、申請者の方々も、

こちらのほうで公的診断を御案内しても、結

果的にその日に御体調が悪くておいでができ

なかったりと、そうした個別の事情がござい

ますので、最終的にいつかということについ

ては現時点ではお答えできませんが、なるだ

けお待たせをしないように、外部の方々、申

請者の方々の御協力もいただきながら、私ど

もとして最大限の努力をしながら、なるべく

早目に結論が出るように努力をさせていただ

きたいと思っております。 

 

○松岡徹委員 今課長の答弁の中にもあった

けれども、１つは、申請者が多いことと、公

的診断とかいろいろなそういう体制上のこ

と。前の議会で、委員会で公的診断の、いわ

ば爪ようじで血が出るまでやっているような

ことについて聞きましたけれども、その後、

被害者団体からも、統一検査マニュアルあた

りをきちっとすべきじゃないかという関連し

た要請があったと思いますけれども。報道に

よると、そのときの県の回答が、指定医師を

指導、監督する立場ではないと回答したとい

うふうに報道では書かれているわけだけれど

も、ここら辺の関係ですな、そういう立場で

はないってどうなるものかと、それで問題は

どうなるのかと、今どうなっているのか、そ

こら辺のところどうですか。 

 

○田中水俣病保健課長 水俣病保健課でござ

います。 

 監督する立場にないというふうに、私は団

体がおいでになったときに申し上げた記憶は

ないんですが、いろいろありましたときには

…… 

 

○松岡徹委員 報道では書いてあるな。 

 

○田中水俣病保健課長 いろいろありました

ときには、現場で確認をさせていただきまし

て、そしてその場でも先生方のほうにお願い

をしておりますし、話が多少戻りますが、特

措法のこの公的診断が始まる前に、私ども、

それから環境省の水俣病を担当する部門のド

クターのほうも一緒に行っていただきまし

て、全ての医療機関に対しまして、こういう

形で、こういう方法で診断を行っていただき

たいというふうなお話をしております。それ

から、現場でありましたときには、そのよう

な、その場で先生方のほうにお願いをしてお

ります。 

 それから、その後も、団体のほうからお話

があった以降、直接団体の要望書の中にお名

前が書かれておりました医療機関にはもう既

に、その団体のほうからいただきました要望

書、非常に生々しく書いてございましたの

で、それを持参いたしまして、御配慮、この

ようなことがないようにということでの改め

てのお願いをしております。 

 それから、また、その他の医療機関のほう
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につきましても、順次また４月以降の公的診

断についての御協力の要請がございますの

で、あわせまして、伺った際に、実際の公的

診断の場合の点につきましても、改めて御依

頼のほうをしているところでございます。 

 以上でございます。 

 

○末廣政策審議監 補足でございますが、報

道されている、指導する立場にないというの

は他県の職員の方の御発言だったというふう

に記憶しております。 

 

○松岡徹委員 ここで出ている統一された検

診マニュアルの作成とか要望が出ています

ね。そこら辺についてはどうなのですか。い

ろいろ言っているけれども、やっぱりいろん

な神経内科の先生たちがやられるわけでしょ

う。ですから、県民会議医師団みたいに経験

があるような人たちじゃない人たちがやるわ

けだから、そこをきちっと担保するためのマ

ニュアル的なものはどんなふうになっている

のですか。 

 

○田中水俣病保健課長 診断に当たってのマ

ニュアルは特に作成をされておりません。と

申しますのが、今回の特措法の公的診断にお

いては、触覚、さわってわかるかどうか、そ

れから痛覚、痛みがわかるかどうかというも

のについて検査をするものでございまして―

―済みません、私、医師でございませんから

受け売りの話でございますが、この触覚、痛

覚について、綿棒や爪ようじを使って検査を

行うというのは、通常の医療機関での外来で

の検査方法として一般に行われている方法の

一つだというふうに聞いております。そのよ

うに、当日、環境省の医師も公的医療機関の

先生方にそのような説明をしておりましたの

で、特段この公的診断で通常と変わったそう

いうことをやっているわけではございません

ので、特に診断のマニュアルはないものとい

うふうに私は理解をしております。 

 

○松岡徹委員 その特段のあれと変わらない

というけれども、変わっているから問題、僕

もこの前言ったし、被害者団体からもあった

わけでしょう。血が出るまで爪ようじでやる

なんていうようなことはやられていない、今

までの検診では。誰だって血が出るまで爪よ

うじで刺せば痛いというふうに思うじゃない

ですか、よほどの重篤な人でない限り。そう

いうことが起きているから、それを改めるた

めにどうするかということが提起されている

わけでしょう。 

 

○田中水俣病保健課長 先ほども申し上げま

したとおり、具体的に御指摘があった医療機

関につきましては、既に現場でもやりました

し、直接お伺いをして、そしてそこの責任者

の方のほうにお話を差し上げております。 

 それから、順次その他の医療機関のほうに

つきましても、同様に、診断に当たって、患

者さんのほうに無用な痛み等がないようにと

いうことでのお願いをしているところでござ

います。 

 

○松岡徹委員 また全体と関連するんだけれ

ども、これもこの間言ってきている、いわば

異議申し立てですね、非該当になると異議申

し立てをすると。その行政処分には当たらな

いという問題だけど、どうも、熊本と鹿児島

の知事は足並みそろったようだけど、新潟の

泉田知事は、やっぱりおかしいんじゃないか

と。行政処分に当たる、法的に知事が確定す

るわけだから行政処分に当たるんじゃないか

という見解を出されていますよね、最近。こ

こら辺はどんなですか。 

 

○田中水俣病保健課長 異議申し立てにつき

ましては、私どもとしましては、従前からこ

れは特措法の解釈の問題であると。その解釈
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につきましては、特措法を所管する環境省の

権限であるというふうに認識をしておりま

す。そして、環境省のほうから、昨年の７月

と今月、２回にわたりまして、行政処分では

ないから異議申し立てはできないというふう

な見解が示されたというふうに理解をしてお

ります。 

 熊本は、従前からそのように思っておりま

したし、鹿児島県さんも、今本県と同様の理

解をされておりますが、新潟県さんがどのよ

うにお考えかということにつきまして、申し

わけございません、私がどうこうコメントす

る立場にないと思っております。 

 

○松岡徹委員 それで、環境省と、よく――

例えば、７月末の期限のときも、環境省が熟

慮して判断されたので、それを重く受けとめ

てやると。このいわば行政処分問題も環境省

の見解と。私は、年に何回か環境省に行って

直接やりとりをするんだけど、どうも最近の

環境省の、名前は言わないけど、部署だけ言

うと、疾病室長なんかとやりとりして、本当

に何というか、最高裁で断罪された国の立場

とか、この間の水俣病に対する責任を何と考

えているのかと。全然被害者救済の立場で物

を見ていないんじゃないかというのを感じる

し、いつももう湯気が立つような怒りを覚え

て帰るんだけどですね。 

 それで、環境省の問題で、きょうの報道で

もちょっと出ているので、改めて思ったんで

すけれども、いわゆる関西訴訟後の患者認定

訴訟、それの控訴審をめぐって、きょう出て

いるのは、女性を水俣病と診断した医師の意

見書の証拠提出を見送ったと。さらに、証人

として、その先生に、棄却処分とした認定審

査時の判断は妥当だったと証言するように申

し入れていたと。この先生は、それについて

は拒否をして、今度そこの弁護団のほうと相

談して意見書を提出するといいますかね、弁

護団の側から。というようなことが明らかに

なっているわけですよね。 

 だから、これが僕は、本当に僕自身がこの

間ずっとその環境省とやる中でも、環境省の

水俣病に対する態度というのが本当におかし

いし、けしからぬというふうな思いをしてき

たんだけど、端的にあらわれていると思うん

ですよ。そんな環境省に、環境省が決めたか

ら、判断したからということでいいのかと、

この熊本県の水俣病対策はね。 

 いろんな歴史がありますけれども、過去

の、いつかも言ったように、寺本県政とかの

時期とは違って、細川県政、福島県政、潮谷

県政の流れの中で、やはり熊本県として、水

俣病の県として、徐々に独自のスタンスをと

りながら政治解決へ、さまざまな健康調査の

提起とか、さまざまな努力をしてきたわけで

すよ。 

 私は、環境省の判断だからということに県

が拘泥するあり方はやっぱり改めるべきだ

と。 

 ちょっと部長に聞きますけれども、きょう

の報道は、あなたも見られたと思うたいね。

こんなことについてどう思いますか。環境省

がこんなことをやっている、これは報道だか

ら事実認定とあなたは言うかもしれぬけど

も、これが事実だった場合どういうふうに思

いますか、環境省との関係で。 

 

○谷﨑環境生活部長 まず、水俣病のこの認

定制度そのものにつきましては、国のほうが

公健法を定め、そして、それに対して、私ど

も地方公共団体のほうとして、知事が法定受

託事務として受けて対応しているものでござ

います。 

 もちろん、最高裁において国、県の責任を

問われた立場として、我々としては、国に対

してそれなりの主体的な取り組みもこれまで

やってきたところでございまして、松岡委員

が今おっしゃったように、都度都度で私ども

のほうも主体性を出すべき場面においては意
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見も申し上げてきました。特措法の制定に当

たっても必要な御意見について申し上げてき

ましたし、それに向けて特措法も事前に改正

された部分もあります。 

 今、本日の報道を見てどうかというお話で

ございましたけれども、これは、事実、今回

の控訴審に当たっての、医師証人の意見書の

提出に当たっての依頼の部分でございます

が、これについては、国のほう、環境省のほ

うが医師意見書の作成についてお願いをして

いるというそういうことでございまして、そ

の間の行為という部分について我々も承知し

ていません。その環境省がその報道でありま

して、また、我々も聞いているところであり

ますが、虚偽の証言をさせようとしたという

事実はないというふうに言っておりますの

で、それ以上のことは我々としても承知して

おりませんし、それ以上に申し上げる部分も

ないとは思っております。 

 

○松岡徹委員 だから、環境省は、ないと言

っているけど、これほど具体的におっしゃっ

ているわけですね。だから、これについては

今後いろんな形で明らかになってくると思い

ますので、その時点でまた伺いますけど。 

 最後にちょっと申し上げたいのは、いろい

ろ努力をしてきたと言うけど、この間見てい

ると、特措法の期限も３月が７月に延びたの

は、これはもう県も努力したけど、やっぱり

被害者団体や世論も、大きく早期に締め切る

べきではないということで盛り上がったし、

結局は７月末で環境省もそれにあれしたし、

今度の行政処分問題にしても……。 

 部長に、もう少し水俣病の歴史に立って―

―災害対策では、知事は歴史に残る災害対策

をとおっしゃったけど、私は、水俣病こそ熊

本県政のとりわけ重要な、県政が責任を果た

すべき歴史的な役割があると思うんですね。

やっぱりいい意味で歴史に残る水俣病対策を

谷﨑部長にはしっかりやってほしいと、その

ことを求めて終わりたいと思います。 

 

○谷﨑環境生活部長 今、松岡委員のほうか

ら話がありました。まさしく主体的な取り組

みをやっていけという部分についてはそうい

うふうに受け取りました。 

 特措法につきましても、これは蒲島県政に

なってちょうどその時期でございましたけれ

ども、自民党、それからその後の、民主党に

政権かわりましたけれども、民主党に対して

相当な働きかけをやって特措法の成立が実現

できたということは、我々としては間違いな

い歴史的な事実だと思いますし、また、その

特措法の制定に当たっての、先ほど申し上げ

ましたように、条文内容につきましても逐一

チェックをして、必要な部分については我々

申し上げたという自負はございます。 

 それと、先ほどの特措法の期限の問題につ

きましても、年度末に締め切るということ自

体いかがなものかということで、知事自身が

直接申し入れもしております。そういう中で

国サイドのほうが動いてきたということは、

我々としては間違いない歴史的な事実だと思

っておりますので、そういう意味で、都度都

度に応じて、我々の主体的な取り組みが必要

な場面においては主体的に取り組んでいきた

いと思いますので、引き続き御指導をお願い

します。 

 

○西岡勝成委員 松岡先生から、爪ようじで

血の出るようなこともあったというふうな―

―私は逆に、ある先生は、ここをさわるかさ

わらぬかで、あ、感じませんね、感じません

ねと言って診察される医者もおられるという

話を聞いたことがあるんですが、私は、いず

れにしても、やっぱり公金を使うものだか

ら、きちっと誰が見ても了解できるような診

察をしてくださいということで県にお願いし

たこともあります。 

 いずれにいたしましても、これは神経の病
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気でなかなか簡単に判断できるものじゃあり

ませんので、その辺はやっぱり、いずれにい

たしましても、公正にできるようなことでな

いと、考え方の違いによって、医者次第じ

ゃ、さっきも言うたような診察の仕方、片一

方じゃ、血の出るようなやり方をするという

ことは、実に一般的に見てもおかしか話であ

りますので、その辺は、要望ですが、ぜひ公

正に。片一方じゃ――松岡先生が非常に極端

な意見を言われたので、私も極端な意見を…

…。 

 

○松岡徹委員 何も極端じゃない、事実ば言

いよるわけです。 

 

○西岡勝成委員 言うけど、そういうことも

あります。実際聞いておりますので、誰が見

てもやっぱり公正であるような診断をできる

ように、診察される先生方にもお願いをして

おきたいと思います。これは要望で結構で

す。 

 

○松岡徹委員 関連して。だから、基本的な

あれで西岡先生と一致するのは、だから統一

したマニュアルというか、そういうのはつく

ったほうがいいということを言っているわけ

ですよ。 

 以上です。 

 

○小早川宗弘委員長 ほかにありませんか。 

 

○藤川隆夫委員 認知症対策・地域ケア推進

で、中山間地域での24時間介護サービス提供

モデルづくりなのですけれども、これの人員

等を含めた体制と実際にサービスを受けられ

た方々がどの程度いて、今後これを全県下に

波及させるためにどういうふうにやっていこ

うと考えられているのかだけ教えてほしい。 

 

○大村認知症対策・地域ケア推進課長 認知

症対策・地域ケア推進課でございます。 

 中山間地域での介護サービス提供のモデル

事業についてのお尋ねでありますが、今年度

は、昨年度からの取り組みが２年目のところ

が４市町村、今年度からが３、合わせて７市

町村に取り組みをモデル的にやっていただい

ているわけでございますが、体制につきまし

ては、基本的に地域の住民の方に集まってい

ただきまして、そこにいろんな職種が入りま

して、今後の取り組みについて検討していく

という中で、例えば水俣市におきましては、

築地地区におきましては、小規模多機能が一

致して公的なサービスを提供するという状況

ありますし、あるいは天草市の湯島におきま

しては、住民が中心となりまして、見守りで

すとか介護予防活動を行うということで、体

制は、まさに地域ばらばらでございます。 

 現状を申し上げますと、やはり住民の方と

事業者と一緒に考えながら進めていくという

ことでありまして、体制は、今それぞれで地

域の実情に応じてつくられつつあるという状

況ではないかなと思っております。 

 それから、サービスを受けられた方の反応

ということですが、済みません、まだ今体制

をとっている最中なんですが、ただ、天草の

湯島では、配食サービス、これがこの事業を

行う中でずっと継続していくということで、

それは非常に住民の方に、高齢者の方に喜ば

れているというふうに聞いております。 

 それから、波及についてですが、７団体で

取り組みをいただいておりますけれども、そ

れ以外の団体も、私ども、取り組み状況を、

事例の紹介等をする中で、第５期の現在のプ

ランの中にそれ以外の団体も計画をいただい

ておるところであります。せんだって、１月

には、取り組みを予定している団体にも集ま

っていただきまして、事例の紹介、それから

意見交換を行ったところでありまして、そう

いう取り組みにより全県下に広めてまいりた

いと考えております。 
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 以上です。 

 

○藤川隆夫委員 説明ありがとうございま

す。 

 主に、配食だとか、見守りだとか、安否確

認というのが、恐らく今の話でいくと主な事

業というふうになっているのでしょう。それ

とも、寝たきりの方たちに対してのたんの吸

引だとか、そこまで含めて今24時間でやって

いるのかどうか、そこはちょっと微妙なとこ

ろだろうと思うのですけれども、これから恐

らくこの24時間の介護の求められている部分

というのは、要は施設と同じようなサービス

の提供を恐らく今後求められてくると思うの

ですよね。そのための体制整備というのは、

やっぱり地域住民を含めて、それにかかわる

業種を含めて検討しながら進めていかない

と、この今行われている24時間サービスとい

うのは、全体から見ると、ごく一部のサービ

スというふうにしか思えないので、その部分

は、これから先研究課題にはなるでしょうか

ら、研究していっていただいてもらえればと

いうふうに思っておりますので、よろしくお

願いします。 

 

○大村認知症対策・地域ケア推進課長 わか

りました。 

 

○小早川宗弘委員長 ほかにございません

か。 

 

○前田憲秀委員 説明資料の21ページなんで

すが、２と３で、生活保護関係職員、生活保

護指導職員、合わせて3,100万ほど減額なん

ですけれども、この人たちは具体的にどうい

う方々なのかをまずちょっとお教えいただい

ていいでしょうか。 

 

○田端社会福祉課長 21ページでございます

けれども、２のほうの生活保護関係職員給と

いいますのは、県の福祉事務所におります職

員、ケースワーカーが中心でございますけれ

ども、そういったものの職員でございます。

それから、生活保護指導職員給といいますの

は、本庁のほうの職員の職員給ということに

なります。 

 

○前田憲秀委員 今関係職員のほうはケース

ワーカーさんということだったんですけれど

も、例えば熊本市で、ある事例もあったんで

すが、１人のケースワーカーさんが、大体70

～80名担当が普通と言われているのがもう10

0名を今超えると。これは熊本市の事例なん

ですけれども、郡部ではそうまではないとい

う数字で減額というふうに認識していいんで

しょうか。 

 

○田端社会福祉課長 今委員のほうから御指

摘がありましたとおり、市部のほうでは、基

準が80ケースにケースワーカーが１人となっ

ておりますけれども、それをオーバーしてい

るところがたくさんございます。ただ、郡部

のほうでは、65ケースに１人という基準がご

ざいますけれども、県の福祉事務所におきま

しては、大体40ケースとか50ケースとか、一

番多いところでも57ケースぐらいの担当でご

ざいますので、職員は、きめ細やかな対応が

できているのじゃないかというふうには思っ

ております。 

 

○前田憲秀委員 ありがとうございました。 

 すると、同じ生活保護、やむを得ず受給を

しないといけないという方が、やはり市部の

方と郡部の方では相当対応が違ってくるとい

うふうに考えていいんですかね。心配なの

は、市部と郡部で差があると、就労支援とか

いろんな形で影響が出ているんじゃないかと

思うのですけれども、そこは、県としては、

市は市のことですという認識になるのですか

ね。そこもちょっとお尋ねしたいと思いま
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す。 

 

○田端社会福祉課長 実態を申し上げます

と、市部と郡部では、現状ではそんなには違

いはないというふうに思っております。 

 就労支援につきましても、郡部のほうでも

結構稼働年齢層を含むその他の世帯というの

がございますが、その増加は多い状況でござ

います。そういった就労支援も、郡部のほう

ではしっかりやっていかなければいけないと

いうふうに思っております。市部のほうにつ

きましては、熊本市は政令市でございますの

で、熊本市のほうが各区の福祉事務所に対す

る指導も市の本庁のほうがやっております。

それ以外の市につきましては、私どものほう

で指導を行っております。就労支援につきま

しても、就労支援員というのを各福祉事務所

に配置をしております。 

 それから、私どものほうが、熊本市を除く

県全域で、自立支援プログラムについては各

社会福祉法人等に委託をして、例えば就労意

欲の喚起であるとかそういったことを県のほ

うで実施をしております。 

 

○前田憲秀委員 最後ですけれども、もう一

回確認なんですけれども、市部としては、10

0人を超えるケースワーカーの担当はある、

郡部としては65人、少なければ40、50である

というふうな認識でよろしいんですね。 

 

○田端社会福祉課長 市部のほうでは、100

ケースを持っているところは熊本市と八代市

だけですね。それ以外はもう少し低いです。

80数ケース、84とかですね。100ケースに近

いのは熊本市と八代市だけということで考え

ていいと思います。 

 

○前田憲秀委員 わかりました。 

 以上です。 

 

○小早川宗弘委員長 ほかに。 

 

○鬼海洋一委員 これは41ページです。医療

政策課の看護師確保対策については、もう相

当事業も展開されているようです。しかし、

これが、今回見ておりますと、かなり減額補

正になっているという状況です。この看護師

にかかわる県内の状況について少し教えてい

ただきたいというふうに思います。 

 その中で、看護ステーション強化モデル事

業が、これまた減額されているわけですが、

これは医療の分野ですけれども、と同時に、

看護の分野で訪問看護支援事業というのが、

これは18ページにあります。この相互の連携

といいますか、この辺がどういうぐあいにな

っているのかということ。 

 この２点をお願いしたいと思います。 

 

○三角医療政策課長 まず、最初のお尋ねの

看護職員確保対策支援事業の減額の主な要因

でございますけれども、これにつきまして

は、院内保育所の環境整備というものを今年

度計画しまして実施しましたけれども、初年

度ということもあり、申請件数が見込みより

少なかったということで、額が2,700万ほど

の減額となっているところでございます。 

 それから、42ページのほうの訪問看護ステ

ーション強化モデル事業につきましては、看

護師の確保でございますとか、事務職の確

保、こういったものについて支援を行うこと

としておるものでございますけれども、やは

り看護師の確保というのがなかなか難しいと

いうことで実績が上がっていないというのが

実情でございます。 

 

○大村認知症対策・地域ケア推進課長 ただ

いまの強化事業とそれから18ページの訪問看

護支援事業の関係でございますが、医療政策

課の事業におきましては、今説明ありました

とおり、各訪問看護ステーションの体制強化
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を、人的支援等を行うということでございま

すが、18ページの事業につきましては、訪問

看護ステーションのサポートセンターを看護

協会のほうに設置いたしまして、そこで、訪

問看護ステーションからの各種相談を受ける

とか、あるいは診療報酬、それから介護報酬

等の情報提供をするとか、そういう相談業

務、それから情報面の支援等を中心に行って

いるところでございます。 

 以上です。 

 

○鬼海洋一委員 三角課長にお尋ねします

が、やっぱり看護師は足らぬとでしょう。 

 

○三角医療政策課長 現状としては不足とい

うことでよろしいかと思います。 

 

○鬼海洋一委員 非常に重要な、特にこれか

らの医療行政、今６次の保健医療計画を立て

られているわけですけれども、それとも関連

する非常に大きな課題だというふうに思いま

すので、引き続きまた御意見なり御質問は次

の機会にしていきたいと思います。どうぞよ

ろしくお願いします。 

 

○西岡勝成委員 大気汚染について、清田課

長にお尋ねしたいんですが、この前、１月の

末か、知事と一緒に台湾に県の物産の売り込

みに行って、３泊４日で行ったんですが、そ

のとき、空港上空に着いたら物すごいもや

で、そのときまだＰＭ2.5の話はあんまりそ

んなになかったんですが、今思うと、多分臨

海工業地帯から台湾は近いので、そういうス

モッグかなと思っておったんですけれども、

私も帰る直前ぐらいからちょっと体調を壊し

まして、ずっとまだいまだに調子が戻らぬの

ですけれども、そのＰＭ2.5の健康に対する

――熊本県、非常に全国の中でも濃度が高い

と、この前そういうニュースも流れておりま

したし、地形的に空気が偏西風に乗ったとき

にたまりやすいのかなという感じもいたしま

すが、やはりこれはもうあの広い中国でそう

いう大気汚染がされると、５月、６月ぐらい

までは注意が必要だということで、非常に近

いゆえに心配をするのですけれども、１つ

は、それは微粒子で、仮に花粉みたいに天気

がよかったらまた舞い上がってあるのか、植

物あたりに付着するものか、そういうのはま

ずどうなんですかね。 

 

○清田環境保全課長 環境保全課でございま

す。 

 先生おっしゃるように、いわゆる中国大陸

から、１月から５月にかけて、偏西風に乗っ

てくるということは間違いないと思います。

ただ、国内でも発生源があるということは御

存じだと思いますけれども、それにつきまし

ては、大気汚染防止法に基づいてしっかり取

り組んで減ってきたということは御案内のと

おりだと思います。 

 ですから、現在のところ、うちの保健環境

科学研究所がいろんなデータを持ってきて検

討している中では、約４割ぐらいかなと、大

陸から来るのはというふうに、40％ぐらい中

国大陸からの影響はあるというふうに思って

おります。 

 それから、先生も御承知のように、先ほど

も御説明したように、うちのほうは大気測定

局をたくさん設置して、もうほぼ仮運用して

いるところでございますけれども、やはり設

置している基数が多くなると把握できる内容

が多くなるということで、熊本が非常に悪化

しているんじゃないかというふうな話も新聞

報道されるところではございますけれども、

大体去年と比べて特に多いということではあ

りません。ですから、我々も、今うちのほう

にもいろいろ県民から問い合わせが、中には

１時間ほど熱心に問い合わせがありますけれ

ども、うちの職員は誠実に丁寧にお答えして

おりますけれども、ＰＭ2.5について今話題
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になっとりますので、いろんな気になること

はもうやむを得ないと思いますけれども、余

り神経質になる必要はないのじゃないかなと

いうふうに思います。 

 ただ、呼吸器系に疾患のある方がやはり影

響があるということは間違いございませんの

で、それにつきましては、きょうもＮＨＫが

報道されておりましたけれども、指針がきょ

う出るんじゃないかと。これはマスコミ報道

だけで、うちにはまだ情報が来ておりません

が、そういうことも受けて、県民にどういっ

た情報を発信ができるかはしっかりやってい

きたいと思いますし、ただ、現在、先生がお

っしゃったように、飛んできたやつがまた舞

い上がるんじゃないかという話もあろうかと

思いますけれども、現在のところ中国に比べ

てやはり10分の１の濃度ということでござい

ますので、我々は、県民に対して冷静に対応

していただくように、今誠実に御説明してい

るところでございます。 

 

○西岡勝成委員 清田課長を信用せんわけじ

ゃないですけれども、医者じゃありませんの

で、医者の立場からどうですかね、健康的

に。 

 

○岩谷医監 私もそんなに詳しいわけじゃな

いのですが、やはり物質が小さいゆえに肺の

奥まで達しやすいということで、肺の障害が

懸念されているわけですけれども、その中に

含まれる物質次第でまたその障害の程度も違

うということで、含まれる物質については今

いろいろ分析もしているところもあるようで

すし、まだ不明確なところもあるんじゃない

かと思います。ただ、やっぱり呼吸器障害を

起こす原因としては非常に注意が必要だと思

います。 

 

○西岡勝成委員 あんまり過度に神経質にな

る必要もないかもしれませんけれども、しか

し、的確な情報を与えながら対応していかな

いと、やっぱり後からじゃ遅いので、また、

我が国はもう戦後間もなくずっとそういう大

気汚染を経験して、今まで技術力を高めてき

たわけですから、中国あたりも、尖閣ばかり

気にせぬで、日本から先端技術を学び取っ

て、一日も早く――上のほうが要するに正常

化をしてくれないと、どうにもこうにも下で

気をもんどってばかりでもならないので、そ

してまた、広範囲なところで、この前も出て

おりましたように、エネルギーを世界一使

う、しかも石炭を使っている国ですから、日

本の技術力を最大限に生かしながら、お互い

にそういうことで友好が深まっていけばいい

と思うんですけれども、きょうは、この席で

はあれですが、ひとつ注意をしながら、ぜひ

――観測網をたくさんつくったからそんな情

報が出てどうのこうのじゃいかぬと思うので

すね。やっぱり県民にも注意をしながら、そ

ういう特に疾患を持っておられる方々もおら

れるわけですから、情報は的確に流していた

だきたいと思います。 

 

○清田環境保全課長 委員おっしゃるとお

り、今後も、引き続きまして、県民に的確な

情報提供をしてまいりたいというふうに思っ

ております。よろしくお願いします。 

 

○小早川宗弘委員長 ほかに。 

 

○吉永和世委員 私が最後だというふうに思

いますので、幾つか。 

 介護施設の介護士さんの定着率というか―

―定着率が悪いからこういう処遇改善という

一つの事業がスタートしているのかなと思う

のですけれども、その定着率というのが、も

しわかっているようであれば、ぜひ教えてい

ただきたいと思うのですが……。 

 

○中島高齢者支援課長 高齢者支援課でござ
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います。 

 ちょっと全国ベースの数字しか手元にござ

いませんが、介護の常勤職員の離職率が17.5

％、これは、全産業であれば11.3％というこ

とで、離職率が高いと。それから、入職率と

いうのもございまして、新たにその職に入る

人の割合ということでございますが、介護職

員の場合が25.6％、全産業の合計でいきます

と10.9％ということで、入職率、離職率とも

比較的高い数字が出ているということでござ

います。 

 ただ、いろいろ情報交換する中では、介護

施設全てが離職率が高いということではなく

て、非常に高いところとそうではないところ

と、結構いろいろばらつきがあるという話も

よく聞くところでございます。 

 以上でございます。 

 

○吉永和世委員 場所によって違うというこ

とですけれども、そういうことがないように

やっぱり処遇改善をしていただいて、定着率

がいいと、入っていらっしゃる方々も安心し

てそこにおれるという形になると思うので、

いずれは私も皆様方も入る、多分お世話にな

るような施設だと思うので、やはりいい環境

の中で入れるように、また、働く人たちもい

い環境で働けるようにぜひ指導していただき

たいなというふうに思います。 

 もう１個いいですか。 

 

○小早川宗弘委員長 どうぞ、吉永委員。 

 

○吉永和世委員 病院事業で、向井さんのと

ころですが、非常に数字を追い求めないかぬ

部分もあって――数字ですね。要は赤字を出

してはいけないとか、何かそういった数字を

追い求める部分があって、結局経費削減と

か、あるいは給与にもある意味踏み込まない

といかぬとかという事情が出てくるだろうと

いうふうに思って――現状もあるのかなと思

うのですが、しかし、今処遇改善の話が出ま

したけれども、病院事業として処遇改善とい

うのもある意味なくてはならない必要な部分

だというふうに思うのですが、そこら辺は現

状としてどうなのですか。 

 

○向井病院事業管理者 私のほうのまず経営

のほうから話させていただきますと、やっぱ

り半分が一般会計からの繰り入れで補ってい

ると。それは公的機関としての社会的役割と

いうものもございますし、民間医療からの要

請というのもあって一般会計から税金投入と

いうことをやらせていただいております。 

 そういう基盤があるもんですから、こうい

う言葉はあれなんですけれども、勝手に人件

費の部分で一般会計と違う、例えば手当をも

う少し上げるとか、そういったことはやはり

避けなければならない。やはり県のほかの施

設等で働いていらっしゃる方々と同等な待遇

というものはやはり求めなくてはいかぬとい

う部分があります。 

 一方で、経営的に非常に、今申し上げまし

たとおり、厳しい一般会計からいただいてい

る部分があるので、もっと経営改善という面

で、逆に人件費的な部分を少し下げるといっ

てはいけませんけれども、そういう見直しも

求めている部分があるのかもしれません。し

かし、やはりある程度の医療というものの水

準を高めていくためには、そこは何とかやる

気を起こさせるようなそういったことを管理

者としては考えていかなければならないとい

うことでございまして、人件費総額、いわゆ

る一般会計と一緒でして、総数を減らしなが

ら、やはり委託に回したりとか、できること

はやりながら費用面を抑えていくと。そうい

ったことをしながら――収益が上がれば一番

いいんですけれども、なかなか医師の確保が

そういう段階じゃないというところもありま

して、何とか黒字を――余り多くしても必要

ないということで、やる気を起こさせるよう
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な、例えば研修に出したりとか、非常に疲弊

する職場でございますので、一時期離れるよ

うに研修に長期的にやるとか、そういったも

のを考えながら何とかやる気を起こさせるよ

うな、そういうやり方で進めさせていただき

たいというふうに思います。 

 

○吉永和世委員 見えない苦労をなさってい

る方々、現場の方々が多分いらっしゃるとい

うふうに思って、医師にしても看護師の方々

にしても、できれば、給与は下げずに保つか

やっていただいて、やる気を持っていただく

という形をぜひつくっていただきたいと思い

ます。 

 要望です。 

 

○田代国広副委員長 ５ページ、お願いしま

す。 

 この災害援護資金貸付金ですけれども、６

億円の予算をこんなにつけても実際に利用さ

れたのはわずか729万円ということで、非常

にある意味では、見込み違いといいますか、

そういった見方もできるわけですけれども、

これだけ利用が少なかったというのは制度上

の問題があったのか、どういった点でこうい

ったほとんど利用されなかったという結果に

なったんでしょうか。 

 

○吉田健康福祉政策課長 健康福祉政策課で

ございます。 

 災害援護資金貸付金の減額につきましてお

尋ねがございました。 

 説明資料の５ページの中ほどに記載してご

ざいます。 

 ７月の専決予算で６億を確保しておりまし

たが、結果的には４件の貸付申し込みがあり

まして、729万円のみの執行となっておりま

す。 

 この６億の積算につきましては、先ほど全

体の話の中でもお話ししましたが、被害状況

の全容がわからない中で、過去の災害での貸

付実績等々を踏まえて積算をしております。

過去の貸付状況も、例えば、平成11年度の不

知火の災害では４億1,700万ほどの貸し付け

がございましたが、平成15年度の水俣では26

0万円というようなことで非常に大きなばら

つきがございます。そうした中で最大限のと

ころを見積もったものでございます。 

 ただ、今お話にありましたように、制度的

にも古い制度でございまして、350万円の限

度額ですが、利率が３％ということで、今の

金利からすると相当高い金利になっておりま

す。そうしたことで４件の貸し付けに終わっ

たのかなというふうには思っています。予算

的には不足しないように最大限を見積もって

おりました。 

 以上でございます。 

 

○田代国広副委員長 まさに制度上がやっぱ

り利用者にとって余り魅力がなかったと言っ

ていいと思うんですよ。そこで、制度を変え

て、もう少し柔軟と申しますか、借り手に借

りやすいような制度に変えて新年度に対応す

るということは考えられていませんか。 

 

○吉田健康福祉政策課長 これは国の制度で

ございまして、国費と県費が入っておりま

す。それで、なおかつ市町村で運用していた

だくということですので、なかなか国の制度

そのものが変わっていかないと、県のみで、

例えば利子補給とかいろんな形もあると思い

ますけれども、即座にそこを改善していくと

いうのは難しいと思いますが、今回の状況を

見ますと非常に利用率が低うございましたの

で、今後またその辺は研究してまいりたいと

いうふうに思います。 

 

○田代国広副委員長 制度上の、いわゆる実

態社会と考えて制度上の欠陥があるというこ

とが明白になったわけです。したがって、政
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治というものが、スピードといいますか、や

はり実態社会に適合していない制度であると

するならば、これは政治が変えていこうとい

うそういった姿勢なり行動なりを起こしてい

くのが、我々の役割だと思うのですよ。３％

といえば、それはもう魅力がないですもの

ね。ですから、そういった点は十分今後検討

して、私たちももちろんしなきゃなりません

が、変えていけるようなスピード感のある政

治をしていくべきだと思いますので、担当に

おかれましても、そんな形で努力をしていた

だきたいと思います。 

 以上です。 

 

○小早川宗弘委員長 それでは、これで質疑

を終了したいと思います。 

 ただいまから、本委員会に付託されました

議案第１号、第13号、第19号、第21号及び第

22号について、一括して採決したいと思いま

すが、御異議ありませんか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○小早川宗弘委員長 異議なしと認め、採決

いたします。 

 議案第１号外４件について、原案のとおり

可決することに御異議ありませんか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○小早川宗弘委員長 異議なしと認めます。

よって、議案第１号外４件は、原案のとおり

可決することに決定いたしました。 

 これで審査を終了しましたが、その他で何

かありますか。 

 なお、今定例会では、後日後議分の委員会

もありますので、本日は急ぎの件のみについ

て質疑をお願いしたいと思いますが、質疑あ

りませんか。 

  （｢なし」と呼ぶ者あり) 

○小早川宗弘委員長 なければ、以上で本日

の議題は終了いたしました。 

 最後に、要望書等が２件提出されておりま

すので、御参考としてお手元に写しを配付し

ております。ごらんいただきたいと思いま

す。 

 それでは、これをもちまして本日の委員会

を閉会いたします。 

 お疲れさまでございました。 

  午後０時11分閉会 

 

 

 熊本県議会委員会条例第29条の規定により

ここに署名する 

  厚生常任委員会委員長 
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